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研究要旨 

【背景と目的】レセプト情報・特定健診等情報データベースは、医療サービスの質の向上を

目的とする公益性の高い研究等にも活用する観点から、本データの第三者への提供が 2011 年

度より試行的に開始されているが、研究者による利用は必ずしも十分な件数に拡大しておら

ず、また利用にあたって研究者からみた課題も少なからずある。利用申請や審査に関わる手

続き上の利便性等の課題はさておき、研究の質の確保の観点から利活用環境にどのような課

題があるかについて検討し今後の検討課題を抽出し改題解決の方向性を提示することが本研

究の目的である。【方法】本年度はこの観点から、二次活用を推進するためのデータセット抽

出時の病名情報に関する条件指定のあり方の検討、二次活用の具体的なあり方の検討を行う

とともに、本年度から試行提供が始まった NDB のサブセットとして汎用性の高い基本データ

セットを検討する上で韓国の HIRA が作成した HIRA-NPS データセットの調査を実施した。【結

論】レセプト情報等の活用に際しては、データの特性と限界を踏まえて分析を行えば、社会

的に価値ある多くのアウトプットが算出できる。また、本データベースの活用環境の改善に

向けては、特に生活習慣病において、分析の立場によってデータ抽出条件設定が異なること

により研究対象となる疾患名に大きなズレがおこる可能性があり、データ抽出条件設定にお

ける ICD-10 コードによる選択や、臨床的な関連性によるカテゴリー追加などにおいて、なん

らかの標準的な傷病カテゴリー選択を指南するリストの作成などが必要であることが強く示

唆された。また前年度研究で指摘された生涯通じての一意の個人 ID の実装が強く望まれる。

また、韓国の HIRA-NPS は、韓国国内において 1 年間に医療機関を利用した全患者対象(約 4600

万名)を母集団として、性別・年齢(5歳単位)区間による患者単位の層化系統抽出を行ったデータセ

ットであり、1)健康保険に関する診療情報の利活用の増大、2)情報公開を促進させると同時にHIRA

のデータ提供に要する業務を効率化、を目的としており、事前に作成した HIRA-NPS を研究者に

提供することで、前述の目的を達成しようとしていた。日本の NDB レセプト情報等データベー

スの利用促進のために、汎用性の高い基本データセットの設計と作成が検討され、今年度か

ら試行提供が始まったため、日本の基本データセットを考える上で有益であると考えられた。 
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A. 研究目的 

 レセプト情報・特定健診等情報データベース

は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、

医療費適正化計画の作成、検討のための資料を

作成することを目的に国が収集しているデー

タである。本データベースの水準にまで網羅的

に収集されたレセプト情報、特定健診等情報は

わが国において他に存在しない。加えて、医療

サービスの質の向上を目的とする公益性の高

い研究等にも活用する観点から、本データの第

三者への提供が 2011 年度より試行的に開始さ

れており、これは我が国唯一の試みである。し

かし、提供をすすめていくにつれ、現在有識者

会議で以下の問題点が指摘されている。 

① 試行期間中に承諾された申出数は少数にと

どまった。その理由の一つに、申出者が本デ

ータについて正確に把握できていないこと

が挙げられており、申出者との情報共有を進

める必要がある。 

② データに表記が省略されている箇所がある

など、利用者にとって分析に適したデータ構

造となっておらず、格納されたデータ自体に

も欠損、不具合もしばしば確認されている。

こうしたことから、データの精度管理は不可

欠の課題であるが、現状はそうしたデータ管

理の手法や体制が構築されていない。 

こうした状況を踏まえ、2年目である 26年度は、

分担研究者の今中雄一らにより、下記の二点に

ついて、実際のデータを取り扱いながら、課題

と可能性の検討を行う。 

(1) 二次活用を推進するための病名情報に関す

る抽出条件指定のあり方の検討 

(2) 二次活用の具体的なあり方の検討 

 また、分担研究者の満武巨裕により、申出者へ

のレセプトデータ提供サービス機能として近年

新たなデータセットの提供がはじまった韓国で

のサンプリングデータセット提供事例を調査検

討する。 

 

B. 研究方法 
I. データベース利活用の促進環境 

(1) 二次活用を推進するための病名情報に関す

る抽出条件指定のあり方の検討 

 異なる解析者間で、同じ病名でも症例の抽

出条件・定義が微妙に異なり、一研究を超え

た統合的な分析や異なる研究者のアウトプッ

トの比較が困難となる。そこで、病名などの

マスターデータ等のあり方やコード指定の考

え方を実データ分析も踏まえて検討した。 

(2) 二次活用の具体的なあり方の検討 

 レセプト情報・特定健診等情報データベース

の活用の可能性について検討した。レセプト情

報・特定健診等情報の近畿圏限定のデータによ

り、急性心筋梗塞の性・年齢階層別の院内死亡

率を算出し、別途算出された DPC データに基

づく算出値と比較した。 

Ⅱ データベース申出者対応部門の充実方策

の検討 



 韓国は、日本における審査支払機関に該当す

る HIRA(The Health Insurance Review and 

Assessment Service) が 、 HIRA-NPS (HIRA 

NationalPatient Sample）の開発を行った。こ

れは韓国国内において 1 年間に医療機関を利

用した全患者対象(約 4600 万名)を母集団とし

て、性別・年齢(5 歳単位)区間による患者単位

の層化系統抽出を行ったデータセットである。

これに関する資料調査と検討を行った。 

 

C. 研究結果と考察 
Ⅰ. データベース利活用の促進環境 

(1) 二次活用を推進するための病名情報に関

する抽出条件指定のあり方の検討 

レセプト件数 12,060、傷病数 35,883 の分析

により、各薬剤について上位 100 病名が選択さ

れたが、当然含まれるべき傷病名が必ずしも含

まれない、対象傷病名の近接 ICD10 コードを条

件に含める必要がある場合などがあった。この

ことから、特に生活習慣病において、分析の立

場によってデータ抽出条件設定が異なること

により研究対象となる疾患名に大きなズレが

おこる可能性があり、データ抽出条件設定にお

ける ICD-10 コードによる選択や、臨床的な関

連性によるカテゴリー追加などにおいて、なん

らかの標準的な傷病カテゴリー選択を指南す

るリストの作成などが必要であることが強く

示唆された。 

 こうした観点から整備すべき傷病名コード

分類指定のあり方については今中の分担報告

書の研究協力者加藤による別添報告書にまと

めた。 

 (2) 二次活用の具体的なあり方の検討 

 レセプト情報・特定健診等情報（ＮＤＢ）

の近畿圏限定のデータにより、急性心筋梗塞

の性・年齢階層別の院内死亡率を算出した（別

添３）ところ、別途算出された DPC データに

基づく算出値とおよそ同程度である可能性が

示唆された。また、ＮＤＢにより、国レベル

のみならず、実際の地域レベルで医療のパフ

ォーマンスを示すことができることが示され

た。一方で、ＮＤＢが使えない時に、急性心

筋梗塞のような疾患では、DPC データでどれほ

ど把握できるかの一参考値として、DPC データ

が整備されている病院でのデータが約８．５

割を占めると推定された。これらの結果は、

今後の（限定的なＤＰＣデータではなく）国

全体でのＤＰＣデータ解析結果の位置づけの

参考情報となる。また、地域毎の急性期脳梗

塞治療を可視化する別の研究などと合わせて

考察すると後の医療資源再配備や制度再編に

おいて、示唆に富む情報がＮＤＢから得られ

うることがわかった。 

 

Ⅱ データベース申出者対応部門の充実方策

の検討 

HIRA が行った HIRA-NPS の検証結果は、入院

病名における高頻度順の 100 疾患において

HIRA-NPS と母集団の割合が同一であり、

HIRA-NPS と母集団の月別患者当たりの平均医

療費および分散がほぼ一致したことが報告さ

れている。一方で、HIRA-NPS は抽出データな

ので、抽出頻度が少ない希少疾患の分析が困難

であること、期間が 1年間のため、有病期間が

長い慢性疾患などの分析にも適していないこ

とが指摘されている。 

 日本のレセプト情報等データベース（以下、

NDB）から提供されるデータセットは、厚生労

働省側で複雑な構造の電子レセプトを研究者

の要望に応じて、ある程度分析し易い形式に加

工して提供する特別抽出と一月分のサンプリ

ングデータの提供サービスが存在している。加

えて提供件数の増加につながると共に負担軽

減にもつながると考えられる、汎用性の高い基

本データセットの設計と作成が検討され、今年

度から試行提供が始まった。したがって、韓国



の HIRA-NPS は、今後の日本の汎用性の高い基

本データセットの提供サービスを拡充する上

で有益であると考えられた。 

 

D. 結論 
 レセプト情報等の活用に際しては、データの

特性と限界を踏まえて分析を行えば、社会的に

価値ある多くのアウトプットが算出できる。ま

た、本データベースの活用環境の改善に向けて

は、前年度研究で指摘された生涯通じて一意の

個人 ID の実装のほか、マスターテーブルを含

め病名情報のありかたの整備が望まれる。また、

韓国の HIRA-NPS は、日本の NDB レセプト情報

等データベースの利用促進のために、汎用性の

高い基本データセットの設計と作成が検討さ

れ、今年度から試行提供が始まったため、日本

の基本データセットを考える上で有益である

と考えらえた。 
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研究要旨 

レセプト情報・特定健診等情報データベースの利活用の促進環境について、以下

の領域において、課題と可能性の検討を行った。 

 

（１）二次活用を推進するための病名情報のあり方について 

異なる解析者間で、同じ病名でも症例の抽出条件・定義が微妙に異なり、一研究

を超えた統合的な分析や異なる研究者のアウトプットの比較が困難となる。そこ

で、病名などのマスターデータ等のあり方やコード指定の考え方を実データ分析も

踏まえて検討した。 

（２） 二次活用の具体的なあり方について  

レセプト情報・特定健診等情報データベースの活用の可能性について検討した。

レセプト情報・特定健診等情報の近畿圏限定のデータにより、急性心筋梗塞の性・

年齢階層別の院内死亡率を算出し、別途算出された DPCデータに基づく算出値と

比し、同程度である可能性が示唆された。症例の抽出方法に最新の注意をする必要

がある。また、国レベルのみならず、実際の地域レベルで医療のパフォーマンスを

示すことができることが示された。一方で、DPCデータが整備されている病院で

のデータが約８．５割を占めると推定され、このような疾患の状況が DPCデータ

でどれほど把握できるかの一参考値を得ることができた。 

 

レセプト情報等の活用に際しては、データの特性と限界を踏まえて分析を行え

ば、社会的に価値ある多くのアウトプットが算出できる。また、本データベースの

活用環境の改善に向けては、前年度研究で指摘された生涯通じて一意の個人 IDの

実装のほか、マスターテーブルを含め病名情報のありかたの整備が望まれる。 

 



 

A. 研究目的 

 

 レセプト情報・特定健診等情報データ

ベースの二次利用に際し、個人単位での

情報を利活用できる点、地域の包括的な

情報が得られる点などが挙げられる。実

際に、病名情報などの取扱を推進するに

はどうしたらよいか、また、どのような

基本的なアウトプットを出しうるのか

（の一例）が、明らかになると、利活用

を推進する一つの礎となる。そこで、本

年度は、下記の二点について、実際のデ

ータを取り扱いながら、課題と可能性の

検討を行った。 

（１） 二次活用を推進するための病名情

報のあり方、標準病名リストの検討 

（２） 二次活用の具体的なあり方につい

ての検討 

 

 

B. 研究方法 

 

（１）二次活用を推進するための病名情

報のあり方、標準病名リストの検討 

 

異なる解析者間で、同じ病名でも症例

の抽出条件・定義が微妙に異なり、一研

究を超えた統合的な分析や異なる研究者

のアウトプットの比較が困難となる。そ

こで、病名などのマスターデータのあり

方を実データ分析も踏まえて検討した。 

入院レセプトのうち、診療年月が 2013

年 3 月である電子レセプトのレコードを

用いて、下記 5種の代表的な治療薬のそれ

ぞれについて、少なくとも 1種以上が算定

されているレセプトを選択し、その傷病名

を集計した。各区分の薬剤は、別表の薬

効分類コードを用いて H24 年度版のレセ

プト電算コードで定義した。 

 

医薬品： 

薬価基準収載医薬品コードの頭が、それぞ

れ下記に該当するもの。 

<糖尿病> 

・2492（インスリンおよびインスリンア

ナログ） 

・396（糖尿病用剤） 

<高血圧> 

・213（利尿剤） 

・214（血圧降下剤） 

<高脂血症> 

・218（高脂血症用剤） 

 

病名選択方法： 

ICD-10 コード表から選択した「糖尿病」「高

血圧」「高脂血症」各病名の傷病名リスト

に、上位 100 病名の中から下記の条件に応

じて選択された病名のみフラグを付した。 

条件①「糖尿病」「高血圧」「高脂血症」の

各病名をテキスト病名に含むもの、 

条件②上記レコードに隣接する ICD-10 コ

ードを含むもの、 

条件③さらに、臨床的な類似性から各カテ

ゴリに含めるべき可能性があるもの。 

 

集計方法： 

上記レセプトのうち、下記の条件をともに

満たす傷病レコードの件数上位100件につ

いて、H24 年度版の傷病名マスタを用いて

変換したテキスト病名・ICD-10 コードを添



えて出力対象とした。 

傷病は医科の「主傷病」、又は DPC の「主

傷病又は入院時併存症」に限る。 

いずれの場合も「疑い」の記載がある傷病

は除く。 

 

また、病名のコード指定のあり方につ

いて病名リスト案を作成しつつ考察した。 

即ち、① 主傷病名については、主傷病

名が複数付与されている事例や、ひとつ

も付与されていない事例などがあり、そ

の際には特定のロジックを用いて主傷病

名を一つに定める手法を採用してはいる

ものの、主傷病名情報が必ずしも患者の

疾病動向を正確に反映するものではなく、

診療識別情報についても、細目内の細か

い情報にまで踏み込んだ情報とはなって

いないこと。② 一方で、「社会医療診療

行為別調査」等々、既存の公的統計にお

いては、レセプトが抱えるこうした限界

に対して、特段の処理や修正を加えるこ

となく、そのまま集計作業を行っている

こと。これらの①や②の間の discrepancy

について等、データ提供の際にどういっ

た姿勢で臨むことが必要なのか、といっ

た点について、考察し課題を整理した。 

 

（２） 二次活用の具体的なあり方につい

ての検討 

 

レセプト情報・特定健診等情報データ

ベースの活用の可能性について二つの側

面から、検討した。 

まずは、レセプト情報・特定健診等情

報の近畿圏２府６県限定の入院・外来デ

ータ(2010年 4月から 2012年 3月診療分)

により、急性心筋梗塞の性・年齢階層別

の院内死亡率を算出した。さらに、この

ような疾患の状況が DPCデータでどれ

ほど把握できるかの一参考値として、

DPCデータが整備されている病院での

データの捕捉割合を算出した。 

また、別途行われた研究を二次的に考

察対象として、データ利活用の可能性を

検討した。 

 

 

C. 研究結果 

 

（１）二次活用を推進するための病名情

報のあり方、標準病名リストの検討 

 

以下の結果を得た。 

レセプト件数 12,060、傷病数 35,883

の分析により、別添１の通り、各薬剤につ

いて上位 100 病名が選択された。 

標準病名リストの作成に関しては、別添

１「糖尿病リスト」「高血圧症リスト」「高

脂血症リスト」の通り上位 100 傷病名の中

で条件①のテキスト病名のみで選択され

た候補は一部に過ぎず、特に「1型糖尿病」

は主傷病名として候補に挙がらなかった。 

「高コレステロール血症」のように条件

②によって近接 ICD-10 コードを採用すべ

きケースが数件見られた。他に臨床的な類

似性から各カテゴリに含めるべき可能性

があるものは「脂質代謝異常」だけであっ

た。 

 

病名のコード指定のあり方については

本分担報告書追補および別添 2にまとめ

た。 



 

（２） 二次活用の具体的なあり方につい

ての検討 

 

レセプト情報・特定健診等情報（ＮＤ

Ｂ）の近畿圏限定のデータにより、急性

心筋梗塞の性・年齢階層別の院内死亡率

を算出した（別添３）ところ、別途算出

された DPCデータに基づく算出値とお

よそ同程度である可能性が示唆された。

ただし、症例の抽出方法に最新の注意を

する必要がある。 

また、ＮＤＢにより、国レベルのみな

らず、実際の地域レベルで医療のパフォ

ーマンスを示すことができることが示さ

れた。一方で、ＮＤＢが使えない時に、

急性心筋梗塞のような疾患では、DPCデ

ータでどれほど把握できるかの一参考値

として、DPCデータが整備されている病

院でのデータが約８．５割を占めると推

定された。 

また、別途行われた研究を二次的にみ

てみれば、ＮＤＢを用いて、地域ごとの

医療のパフォーマンスを可視化すること

もできる(Otsubo T, Imanaka Y, et al. J 

Stroke Cerebrovasc Dis 2015 

Jan;24(1):239-51)。病名情報を丁寧に定義

し、急性期脳梗塞治療に関する指標を二

次医療圏ごとに算出すると、院内死亡率

で 3.2倍、tPA使用率で 5.9倍の差がみら

れたことがわかった。 

 

 

D. 考察 

（１） 

レセプト情報・特定健診等情報データベ

ース(通称：ＮＤＢ)は医療費適正化計画作

成に用いられるのみならず、特定健診・保

健指導の医療費適正化効果の検証や、その

他の研究目的への道が開かれるなど、生活

習慣病を中心に医療・保健に関わる幅広い

視点からの活用が期待されている。一方、

生活習慣病の疾患概念は一様ではなく、分

析の立場によって研究対象となる疾患名

に大きなズレがあると、分析結果の活用や

比較検討においても齟齬をきたす可能性

もありうる。 

今後も分析者の裾野が広がることが予

想される中で、「生活習慣病の ICD-10 上の

範囲を NDB としてどう定めて分析するか」

標準的な手法の開発が求められている。入

院主病名における出現頻度のみで傷病名

候補を絞り込むことは当然ながらできな

い。しかし、出現頻度によるリストがある

と、病名リストを専門家の眼を入れて作成

する時に、漏れがないか、別の視点がない

か、等の参考情報になりうる。引き続き、

ICD-10 コードによる選択や、臨床的な関連

性による追加など、分析関係者のコンセン

サスを得ながら標準傷病名リストを作成

することが求められる。一方で、目的に応

じて、病名リストの内容が変わってくるこ

とにも注意しておくべきである。 

 

また、病名のコード指定のあり方につ

いて、実際のリスト案を作成するに当た

り、以下の如く今後の課題について整理

された。 

・20､000以上にもおよぶ傷病名の区分は

容易ではない。対象疾患群を選定しては

どうか。 

・ロードマップを作成し、ある程度目標



を定めて作業をすすめる必要があるので

はないか。 

・保険診療上のルールでは、「傷病名は医

師が付与するもの」とされている。コー

ド区分の作成は、ある意味で「医師が付

与した（≒オーソライズした）傷病名に

対し、解釈を加える」作業である。 

・そのことの限界については、周知して

おく必要があるのではないか。 

・こうして作成された「区分」は、どの

ような「場」において活用されるべきか。 

 

（２） 

基本的な利活用の一つとしては、国レ

ベルなどで、診療のパフォーマンスを計

測するのに役立つ。その一例として、多

府県広域地域の心筋梗塞の性年齢階層別

の死亡率の計測の試行ができ、また、同

疾患においてレセプト情報におけるＤＰ

Ｃ病院での捕捉割合を出すこともでき、

今後の（限定的なＤＰＣデータではなく）

国全体でのＤＰＣデータ解析結果の位置

づけの参考情報となる。 

地域毎の急性期脳梗塞治療を可視化す

る研究(Otsubo T, Imanaka Y, et al. J Stroke 

Cerebrovasc Dis 2015 Jan;24(1):239-51)な

どをみると、地域間の顕著な差が見られ、

今後の地域医療構想・医療計画に、そし

て新たな施策の影響をみるのに、役立つ

情報が得られることがわかる。また、脳

梗塞治療に従事する医師数が多い地域で

は、院内死亡率が低く、入院医療費が高

く、医療連携が活発である地域ほど、入

院医療費が低くなる傾向がみられた。さ

らなる検証が求められるが、今後の医療

資源再配備や制度再編において、示唆に

富む情報がＮＤＢから得られうることが

わかる。 

 

 

E. 結論 

レセプト情報等の活用に際しては、デ

ータの特性と限界を踏まえて分析を行え

ば、社会的に価値ある多くのアウトプッ

トが算出できる。また、本データベース

の活用環境の改善に向けては、前年度研

究で指摘された生涯通じて一意の個人

IDの実装のほか、マスターテーブルを含

め病名情報のありかたの整備が望まれる。 
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分担報告書追補 

レセプト情報・特定健診等情報データベース利活用の促進にあたり 

整備が望ましい適切な傷病名コードの分類のあり方について 

－ICD-10 分類における疾病分類を踏まえた事例検討－ 

 

研究協力者 加藤 源太 京都大学医学部附属病院 診療報酬センター准教授 

 

研究要旨 

レセプト情報・特定健診等情報データベースの利活用の推進・活性化を阻む要因につ

いて検討し、その要因のひとつである「コード選択が利用者によって大きく異なり、集

計結果の変動をもたらす可能性があること」の原因を探るため、ICD-10 の分類体系に基

づいた傷病名コードの幾つかの分類カテゴリーを具体的に分析した。 

分析の結果、ICD-10 に基づいた「小分類（3桁分類）」や「いわゆる 4桁分類」により

発生する個々のカテゴリー内においても、傷病名コードを分類できるさまざまな評価軸

が存在することが確認された。また、同一水準のカテゴリーにおいても、そうした評価

軸が出現するカテゴリーとそうでないカテゴリーがあることも確認できた。また、逆に

同一の評価軸であっても、疾患群によって出現する分類の水準が異なる事例もみられた。 

傷病名コードの各分類カテゴリー内において多様な水準・様相で評価軸が出現すると

いう事態は、それぞれの疾患に対する医療者の認知が歴史的に多様であったことを示す

ものである。ただし、レセプトデータの利用者においては、そうした認知の多様性が傷

病名コードに反映されていることや、研究対象となる領域での傷病名コードの評価軸の

多様性に対する具体的な理解があることが望ましい。今後、レセプトデータの利用者に

おいてこうした具体的な理解を促進するための知見や情報の蓄積が望まれるところであ

る。 

 

 

 

A. 研究目的 

 

レセプト情報・特定健診等情報データベ

ース（NDB）は、悉皆性の高いヘルスケアデ

ータとして注目を集めているデータである

が、データ分析にあたってはレセプト情報

及びその分析に対する様々な知識が前提と

して求められ、これがデータ分析の推進・

活性化を阻む大きな要因となっている。そ

の要因は様々であるが、その主なものとし

て、以下を指摘することができる。 

1） レセプト情報の特性に起因するもの 

例：医科入院、医科入院外、DPC、調剤、

歯科に分かれており、患者単位の分

析には紐付けが必要となること、紙

レセプト時代の記載要領が踏襲さ

れているため省略が多く含まれて

おり、分析に際し処理が必要となる



こと、電子レセプトの記録条件仕様

に定められている項目には記載が

任意となっているものもあり、それ

らについては集計値が必ずしも実

態を反映するとは限らないこと、厚

生労働省において記録条件仕様が

見直されることがあれば、同一項目

の集計結果を継続して得ることが

難しくなる可能性がありうること、

等 

2） 診療報酬請求の仕組みに起因するもの 

例：情報が医療機関単位かつ月単位で

あり、患者単位で分析を行うには患

者単位で統合する紐付け作業が必

要となること、診療月と審査月がず

れており、一部のデータは審査まで

に年単位の遅れが発生し、国や保険

者におけるデータにも遅れが反映

されてしまうこと、データソースに

よっては返戻情報や査定情報が限

定的にしか含まれていないこと、等 

3） NDB の特性に起因するもの 

例：電子化率が変動しており、分析対

象時期によって対象データ数が大

きく異なりうること、CSV データと

して格納されておりリレーショナ

ルデータベース化されていないた

め、利用者はデータマイニングを実

施し分析できる者に限られること、

データ名前や被保険者証等記号・番

号など、個人を特定しうる情報が別

ID（ハッシュ値）によって置き換え

られているが、この置き換えの過程

でどうしても ID の揺れが発生して

しまい紐付け率が低下しまうこと、

一部の返戻レセプト情報など、電子

情報として保険者に提出されてい

ない情報は含まれていないこと、査

定情報は含まれていないこと、等 

4） 傷病名の精度に起因するもの 

例：未コード化傷病名が存在しており

病名が特定できない場合があるこ

と、傷病名の整理が不十分で、複数

の傷病名や複数の主傷病名が並列

し患者の実態を反映できていない

場合があること、いわゆるレセプト

病名や「疑い」病名など、患者の病

態を反映していない傷病名が記載

されうること、転院時や慢性疾患の

場合など、傷病名レコードに対応す

る「診療開始日」が必ずしもその傷

病を初めて診断された時点とは限

らないこと、等 

5） コードの構造・分類に起因するもの 

例：傷病名コードや診療行為コード、

医薬品コードなど、非常に多数のコ

ードがあり、分析者が目的とする病

態に適するコード選択を行うこと

が容易ではないこと、また、そうし

たコード選択が利用者によって大

きく異なり、集計結果の変動をもた

らす可能性があること、これらのコ

ードは継時的に見直されて新設・削

除されているが、長期にわたる分析

を実施する際のそれらコードの追

跡は利用者に委ねられており、これ

が非常な労力を要するとともに利

用者によって追跡結果が大きく異

なる可能性があること、等 

6） NDB の利用環境に起因するもの 

例：個人情報に準ずる情報として取り

扱うという規約上、医療機関コード



や保険者番号をそのまま利用でき

ず、別番号に置き換えて使用しなけ

ればならなくなっているため、都道

府県より小さい単位の地域情報を

分析に直接反映させることができ

ず、コードの置き換え等に多くの労

力を要すること、個人情報に準ずる

情報として取り扱うことができる

データ利用環境を利用者誰もが簡

単に用意できるわけではないこと、

等 

 

このほかにも要因はあるだろうが、レセ

プトデータ利活用の推進にあたっては、こ

うした課題に具体的な対応していくことが

必要となる。本研究では、このうち「5）コ

ードの構造・分類に起因するもの」に焦点

を当て、なかでもデータ分析にあたり重要

な役割を担う傷病名コードに関して、「コー

ド選択が利用者によって大きく異なり、集

計結果の変動をもたらす可能性があること」

について検討を行い、レセプトデータの利

活用の推進に繋がる知見を得ることを目的

とする。 

 

 

B. 研究方法 

 

傷病名コードとは、いわゆる「標準病名

マスター」に登録されている傷病名に付与

された、7 桁の英数字コードのことを指し

ている。これらのコード一つ一つに対し、

対応する国際疾病分類第 10 版（ICD-10）の

分類コードが振られており、一般に公表さ

れていて入手が可能である。また、この

ICD-10 コードにおいては、告示に基づいた

大分類、中分類、小分類という分類体系が

整備されており、死亡統計、疾病統計など

で一般に広く活用されている。 

本研究では、ICD-10 コードにおける分類

体系を踏まえながら、傷病名コードにおい

て「コード選択が利用者によって大きく異

なる」という事態が発生する要因は何なの

かを、個別のコードにあたることによって

検証するとともに、そうした「利用者によ

って大きく異なる」という事態を回避でき

るような何らかの分類体系を構築すること

はできないかについて、言及を加えること

とする。具体的には、傷病名コードを ICD-10

コードにおける分類体系である基本分類コ

ードに沿って分類したうえで、例として大

分類「感染症及び寄生虫症」・中分類「腸管

感染症」、ならびに大分類「循環器系の疾

患」・中分類「高血圧性疾患」、小分類「狭

心症」を対象とし、それらについて具体的

な検討を行うこととした。対象とした標準

病名マスターは、Ver3.15 である。 

 

 

C. 研究結果 

 

（A00-A09 「腸管感染症」） 

小分類として「コレラ」、「腸チフス及び

パラチフス」、「その他のサルモネラ感染症」、

「細菌性赤痢」、「その他の細菌性腸管感染

症」、「その他の細菌性食中毒、他に分類さ

れないもの」、「アメーバ症」、「その他の原

虫性腸疾患」、「ウイルス性及びその他の明

示された腸管感染症」、「感染症と推定され

る下痢及び胃腸炎」に分類されている。 

例えば、「コレラ」では、下位分類として、

起因菌に基づいた「コレラ菌によるコレラ」、



「エルトールコレラ菌によるコレラ」、「コ

レラ、詳細不明」という分類がなされるが、

これらの傷病を分類することが必要となる

研究は、限られているものと推測される。

逆に、そうした研究は該当する患者個人の

特定可能性に特段の注意を払わなければな

らないか、あるいは該当数が少なすぎて公

表が難しくなるなど、別の課題が発生する

ものと想定される。したがって、仮に汎用

性の高い分類体系を整備するとしても、こ

の「コレラ」という小分類に関しては、現

段階では ICD-10 分類における小分類を準

用することで、ほとんどの研究において目

的を達成できるものと想定される。ただし、

今後コレラの起因菌に関する研究の必要性

が高まることがあれば、この ICD-10 小分類

の、より下位の分類が必要となる可能性が

ある 

一方、「腸チフス及びパラチフス」には、

「腸チフス」分類のなかに、起因菌の相違

による「パラチフス A」「パラチフス B」等

の傷病名コードが含まれているが、同様に、

炎症の発症部位の相違による「喉頭チフス」、

「腸チフス」、「腸チフス性関節炎」、「腸チ

フス性心筋炎」等の傷病名コードが存在す

る。即ち、同じ小分類でも、「A00 コレラ」

と「A01 腸チフス及びパラチフス」におい

ては、その内部に包含されている傷病名コ

ードを振り分ける軸に違いがあることが確

認できる。 

「腸管感染症」内の小分類に限定しても、

こうした「起因菌による相違」と「発症部

位による相違」を含むものと含まないもの

が存在していることが分かるが、加えて、

病態など、その他の軸によって異なる傷病

名コードに振り分けられている場合もある。

たとえば、「A02 その他のサルモネラ感染症」

では「サルモネラ食中毒」という、環境要

因への言及を含む傷病名コードが存在して

いる。同様に「A06 アメーバ症」には、急

性期の病態を示す傷病名コードと慢性期の

病態を示す傷病名コードとが含まれており、

「A08 ウイルス性及びその他の明示された

腸管感染症」では、胃腸炎等の原疾患に続

発して生じる「ロタウイルス性胃腸炎に伴

う痙攣」、「ノロウイルス性胃腸炎に伴う痙

攣」、「ウイルス性胃腸炎に伴う痙攣」とい

った傷病名コードが含まれている。 

以上、一つの中分類「A00-A09 腸管感染

症」において、大きく分けて三つの軸、「起

因菌」、「発症部位」、「その他」に応じ、各

小分類内で傷病名コードが振り分けられて

いる場合と、振り分けられていない場合が

混在していることが確認できた。詳細は添

付の図表を確認いただきたいが、一口に「小

分類」と言っても、その中でさらなる分類

が可能な場合と不可能な場合とがある、と

いう実態がどの程度レセプトデータの利用

者に認識されているかは、ひとえに、利用

者がどれほどレセプトを知悉しているかに

かかっている。少なくとも、こうした現実

を事前に利用者間で情報共有することがで

きれば、利用者が研究デザインを整える際、

そのイメージをより具体化させることが容

易になるのではないか。ひいては、それは

レセプトデータの利活用促進に結び付くの

ではないだろうか。 

 

（I10-I15 「高血圧性疾患」） 

小分類として、「本態性（原発性＜一次性

＞）高血圧（症）」、「高血圧性心疾患」、「高

血圧性腎疾患」、「高血圧性心腎疾患」、「二



次性＜続発性＞高血圧（症）」に分類されて

いる。 

例えば、「本態性（原発性＜一次性＞）高

血圧（症）」であるが、この分類の中には、

大きく重症度の異なる高血圧疾患の傷病名

コードが含まれている。たとえば、「悪性高

血圧症」や「高血圧緊急症」は、いわゆる

生活習慣病としての高血圧症の増悪が急速

に進行し、脳や腎臓などに障害をもたらす

病態を指すものである。原疾患として生活

習慣病としての高血圧が存在する確率が高

いとはいえ、病態は大きく異なっており、

同じ「高血圧」として分類する場合には注

意が必要である。特に、医療費を分析する

際などには、こうした傷病名コードを有す

る患者を、慢性疾患として高血圧患者とし

てみなすかどうかを、事前に確認しておく

べきであろう。 

「高血圧性心疾患」、「高血圧性腎疾患」、

「高血圧性心腎疾患」といった小分類カテ

ゴリーは、高血圧という病態がもたらした

臓器病変を指し示す分類になっているとと

もに、前述の「腸管感染症」カテゴリーで

はより下位の水準に認められた「発症部位」

によるコードの振り分けが、すでに小分類

の段階で出現していることが確認できる。

このように、病態によって、例えば「病変

部位」や「病態」といった普遍的と思われ

る分類の軸であっても、出現する水準が異

なっていることにも、利用者は留意してお

く必要があると思われる。 

  

（I20 「狭心症」） 

小分類のさらに下位分類である、いわゆ

る ICD-10 コードの 4 桁分類に着目すると、

「I20.0 不安定狭心症」、「I20.1 記録され

たれん＜攣＞縮を伴う狭心症」、「I20.8 そ

の他の型の狭心症」、「I20.9 狭心症、詳細

不明」とに分類される。この分類は、言っ

てみれば「不安定狭心症」か「冠攣縮性狭

心症」かその他か、という分類となってお

り、各々の狭心症のなかでも重症度に十分

着目された分類とはなっていない。利用者

においては、こうした傾向について理解し

たうえでデータの抽出・集計を実施するこ

とが望ましいと思われる。 

 

 

D. 考察 

上記の研究結果で、例として挙げた 3 つ

の中分類ならびに小分類のカテゴリーにお

いて、含まれる傷病名コードをさらに分類

できるような評価軸がそれぞれのカテゴリ

ーで異なっていることが確認された。たと

えば、最初の例で述べた「A00-A09 腸管感

染症」では、感染症を対象とすることから、

多くの小分類において、起因菌によるコー

ドの振り分けがなされていた。一方、発症

部位によるコードの振り分けも多くの小分

類においてみられたが、これら二つの振り

分けは、小分類ごとに、見られる場合とみ

られない場合とがあることが確認された。 

こうした差異の出現は、当該疾患に対す

るこれまでの医療の歴史が反映されたもの

であると言うことができよう。ある小分類

カテゴリーにおいて部位によるコードの振

り分けが存在するということは、たとえ感

染症疾患であったとしても、傷病をより適

切に把握し治療につなげるためには発症部

位を傷病名に含めることが不可欠である、

という認識が医療者の間で一定程度共有さ

れてきたことを反映するものである。逆に、



部位による振り分けがみられない小分類に

おいては、そのカテゴリーの疾病において

は、発症部位に基づいた記載の区別が治療

においてそれほど必要とされてこなかった、

ということを反映するものと言えよう。 

また、こうした評価軸は、ICD-10 におけ

る分類において、必ずしも同一水準で出現

するわけではないことも確認できた。これ

は、傷病名コードが整備されてきた過程に

も影響を受けているものと考えられる。ま

た、同じ評価軸であっても、疾患群によっ

てその重要性は大きく異なっていることな

どによるものと考えられ、医療者の認知が

疾患群ごとに多様であることから、分類の

体系に揺れが生じることも理解のできるこ

とである。ただし、できればレセプトデー

タの利用者においては、こうした分類体系

の揺れの存在や、利用者が対象とする範囲

のデータにおける評価軸についての大まか

な理解があるほうが、利用者間での分析結

果のばらつきを回避するためには重要かと

思われる。その意味でも、ある程度は網羅

的でかつ多くの利用者にとって理解しやす

く、一般的な研究ニーズに応じることがで

きるような、傷病名コード分類の評価軸に

関する共有できる情報や知見の拡充が望ま

れるところである。 

 

 

E. 結論 

 

レセプトデータ分析において、傷病名コ

ードの適切な活用は研究の遂行にあたり重

要であるが、傷病名コードの分類体系とし

て死亡統計、疾病統計などで一般に広く活

用されている ICD-10 コードの中分類や小

分類のカテゴリーにおいても、更に様々な

評価軸が多様な水準で包含されていること

が確認された。データ利用者における分析

結果のばらつきを抑制するためにも、こう

した評価軸に関する一般的な知見の向上や、

それを支援するような情報の蓄積、拡充が

望まれるところである。 
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研究要旨 

本報告書では、申出者へのレセプトデータ提供サービス機能をすでに開始している諸外国の

を調査することで、今後の日本におけるレセプト情報・特定健診等情報データベースの情報提

供機能について検討する。 

昨年度は、日本と同様の国民皆保険制度を導入し、レセプトデータを既に研究者へ提

供している韓国および台湾を調査対象とした。日本と同様の皆保険制度が導入され、診

療報酬点数制度も採用されている両国は、日本の参考になる点も多い。例えば、既に台

湾は被保険者ファイル(ID)から、100万人をランダムサンプリングし、抽出された被保険

者の入院、外来、調剤レセプトデータを提供している。韓国は、近年同様のデータセッ

トの試行提供がはじまったため、今年度は韓国を対象とした。 

韓国は、日本における審査支払機関に該当する HIRA(The Health Insurance Review and 

Assessment Service（健康保険審査評価院）：以下、HIRA とする)が、HIRA-NPS (HIRA 

NationalPatient Sample（健保審査評価院・患者標本資料）：以下、HIRA-NPS とする)の開

発を行った。HIRA-NPSとは、韓国国内において 1年間に医療機関を利用した全患者対象

(約 4600万名)を母集団として、性別・年齢(5歳単位)区間による患者単位の層化系統抽出

を行ったデータセットである。初めに作成された 2009年版のデータセットには、抽出さ

れた入院患者の約 70 万人・外来患者約 40 万人の 1 年間のすべての診療内訳と処方内訳

が含まれる。開発目的は、1)健康保険に関する診療情報の利活用の増大、2)情報公開を促

進させると同時に HIRAのデータ提供に要する業務を効率化させることである。そのため

に、HIRAは事前に作成した HIRA-NPSを研究者に提供することで、上記の目的を達成し

ようとしている。 

HIRAが行った HIRA-NPSの検証結果は、入院病名における高頻度順の 100疾患におい

て HIRA-NPS と母集団の割合が同一であり、HIRA-NPS と母集団の月別患者当たりの平

均医療費および分散がほぼ一致したことが報告されている。一方で、HIRA-NPSは抽出デ

ータなので、抽出頻度が少ない希少疾患の分析が困難であること、期間が 1年間のため、

有病期間が長い慢性疾患などの分析にも適していないことが指摘されている。 

日本のレセプト情報等データベース（以下、NDB）から提供されるデータセットは、

厚生労働省側で複雑な構造の電子レセプトを研究者の要望に応じて、ある程度分析し易



 
 

い形式に加工して提供する特別抽出と一月分のサンプリングデータの提供サービスが存

在している。加えて提供件数の増加につながると共に負担軽減にもつながると考えられ

る、汎用性の高い基本データセットの設計と作成が検討され、今年度から試行提供が始

まった。したがって、韓国の HIRA-NPS は、今後の日本の汎用性の高い基本データセッ

トの提供サービスを拡充する上で有益であると考えられる。 

 

 

A. 研究目的 

レセプト情報・特定健診等情報データベ

ース（以下、NDB）は、高齢者の医療の

確保に関する法律に基づき、医療費適正化

計画の作成、検討のための資料を作成する

ことを目的に国（担当部局：厚生労働省・

保険局・保険システム高度化推進室）が構

築・管理している。NDB は、2009年度か

ら全ての電子レセプト、2008 年度から導

入された特定健康診査（以下、特定健診）・

特定保健指導のデータを収集しており、悉

皆性の高いデータを保持している。 

医療サービスの質の向上を目的とする

公益性の高い研究等にも活用するために、

本データの研究者等への第三者提供が

2011年度から試行的に開始された。 

本研究では申出者へのレセプトデータ

提供サービス機能をすでに有している諸

外国の仕組みを調査することで、今後の日

本における適切なサービス提供機能につ

いて検討する。 

今年度は、近年新たなデータセットの提

供がはじまった韓国を対象とした。韓国に

おいては、日本における審査支払機関に該

当する HIRA(The Health Insurance Review 

and Assessment Service（健康保険審査評価

院）：以下、HIRA とする)が、HIRA-NPS 

(HIRA NationalPatient Sample（健保審査評

価院・患者標本資料）：以下、HIRA-NPS

とする)という、性別・年齢(5歳単位)区間

による患者単位の層化系統抽出を行った

データセットの開発を行った。 

開発目的は、1)健康保険に関する診療情

報の利活用の増大、2)情報公開を促進させ

ると同時に HIRA のデータ提供に要する

業務を効率化させることである。そのため

に、HIRAは事前に作成した HIRA-NPSを

提供することで、目的を達成しようとして

いる。 

2009 年版の HIRA-NPS には、入院患者

の約 70万人、外来患者約 40万人の 1年間

のすべての診療内訳と処方内訳が含まれ

る。 

 

B．研究方法 

韓国の HIRA-NPSの作成は、1年間に医

療機関を利用した全患者(約 4600 万人)を

対象に、性別・年齢(5 歳単位)区分によっ

て患者単位の層化系統抽出を行っている。

2009 年版（該当年度 1 月から翌年 3 月ま

での審決資料を基準に該当年度 1 年分の

診療内訳を構築）の HIRA-NPS には入院

患者の約 70万人、外来患者約 40万人が含

まれる。データ項目には、標本抽出患者 1

年間のすべての診療内訳と処方内訳を含

まれる。ただし、算出（抽出）基準は今後



 

 
 

変更されることがあることが、明記されて

いる。 

韓国では、HIRA-NPS の提供開始まで、

以下の経過をたどっている。2009年度、"

診療情報の標本資料提供案に関する研究" 

を実施し、保健医療関連学会との諮問会議

開催 を 3 回行った。その後、HIRA と 5

つの学会との MOU 締結(2010.12.21)して

いる。さらに、HIRA-NPSの妥当度の検証

のための MOU 学会会員対象の資料説明

会開催(2011.02.09)、第 23回審評フォーラ

ム"健康保険審査評価院患者標本資料を利

用した学術シンポジウム" を開催して 17

の研究結果発表 (2011.10.06)している。さ

らに、個人情報及び手数料算定に対する法

規部検討を行った後、HIRA-NPSの提供手

続きが開始(2012.04.30)された。 

 

C．研究結果 

 HIRAが行ったHIRA-NPSの検証結果

は、入院病名を高頻度順の 100疾患におい

て HIRA-NPS と母集団の割合が同一であ

り、HIRA-NPSと母集団の月別患者一人当

たりの平均医療費および分散がほぼ一致

していたことを報告している。分散分析

(一元分散分析)において、95%信頼区間で

HIRA-NPS と母集団の平均と分散の集団

間の差がなかった。病名では、脳卒中およ

び妊娠中毒症の患者の診療行為について

観察している。両方の疾患共に、母集団と

HIRA-NPSでは、同様の傾向が観察された

ことを報告している。 

  

D．考察 

これまで、韓国 HIRAのレセプトデータ

に関する提供サービスは、申し出者の要望

に応じて独自にデータセットの提供を行

うサービス、外来・入院のレセプトをラン

ダムサンプリングしたデータセット、小児

と高齢者のレセプトのみのランダム抽出

データを提供していた。これらのデータ提

供機能に加えて、HIRA-NPSが加わったこ

とになる。一方で、HIRA-NPSは抽出デー

タなので、抽出頻度が少ない希少疾患の分

析が困難であること、期間が 1年間のため、

有病期間が長い慢性疾患などの分析にも

適していないことが指摘されている。 

現在、日本のレセプト情報等データベー

ス（以下、NDB）から提供されるデータ

セットは、厚生労働省側で複雑な構造の電

子レセプトを研究者の要望に応じて、ある

程度分析し易い形式に加工して提供して

いる。そのために、汎用性のあるデータセ

ットを事前作成しておくことで、提供件数

の増加につながると共に負担軽減にもつ

ながると考えられ、レセプト情報等データ

ベースの利用促進のために、汎用性の高い

基本データセットの設計と作成が検討さ

れ、今年度から試行提供が始まった。した

がって、韓国の HIRA-NPS は、日本の基

本データセットを考える上で有益である

と考えらえた。 

 最後に、HIRAではレセプトデータをソ

ウル本院で、研究者・行政関係者が利用で

きるオンサイトセンタが開設されている。

加えて、民間企業等に対しても、限定され

た項目のみであるがオンサイトセンタが

利用可能であることが判明した。民間企業

に対するデータは、公共データとよばれて

いる。ただし、製薬会社（企業）が利用す

る場合は、自社製品のみの情報を参照でき

る。他社製品の情報を閲覧したい場合には、



 

 
 

該当する会社（他社）から医薬品情報に関

する情報提供同意書が必要となる。 

 

E. 結論 

本年度は、韓国の HIRA-NPS について

調査を行った。日本の NDBレセプト情報

等データベースの利用促進のために、汎用

性の高い基本データセットの設計と作成

が検討され、今年度から試行提供が始まっ

たため、韓国の HIRA-NPS は、日本の基

本データセットを考える上で有益である

と考えらえた。 
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